
　情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が
生れて、画が出来る。とかくに人の世は住み
にくい。意地を通せば窮屈だ。 
　とかくに人の世は住みにくい。
　どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩
が生れて、画が出来る。意地を通せば窮屈だ。
山路を登りながら、こう考えた。智に働けば
角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟っ
た時、詩が生れて、画が出来る。智に働けば
角が立つ。 
　情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。
どこへ越しても住みにくい情に棹させば流さ
れる。智に働けば角が立つ。どこへ越しても
住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出
来る。とかくに人の世は住みにくい。意地を
通せば窮屈だ。 
　とかくに人の世は住みにくい。
　どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩

が生れて、画が出来る。意地を通せば窮屈だ。
山路を登りながら、こう考えた。智に働けば
角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟っ
た時、詩情に棹させば流される。智に働けば
角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟っ
た時、詩が生れて、画が出来る。とかくに人
の世は住みにくい。意地を通せば窮屈だ。 
　とかくに人の世は住みにくい。
　どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩
が生れて、画が出来る。意地を通せば窮屈だ。
山路を登りながら、こう考えた。智に働けば
角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟っ
た時、詩が生れて、画が出来る。智に働けば
角が立つ。 
　とかくに人の世は住みにくい。山路を登り
ながら、こう考えた。とかくに人の世は住み
にくい。住みにくさが高じると、安い所へ引
き越したくなる。住みにくさが高じると、安
い所へ引き越したくなる。

問い合わせ問い合わせ問い合わせ　商工観光課（☎㊵2317）

題名

●●●地区

  こども食堂（７月20日）  
　地元団体のかがやき食事会と協力して、毎
月第３土曜日にこども食堂を開催しています。
７月には夏らしいイベントとして、流しそうめ
んやスーパーボールすくいなどを中心にプチ縁
日のようなこども食堂を開催し、参加者みんな
で夏を満喫しました。また、10月にはバーベ
キューも行い、今月はクリスマスパーティーも
開催します。今後も一緒に食事を食べたり遊
んだりできる子どもの居場所を作ります。

　令和５年度に設立された美土里地区地域づくり協議会では、地域の活性化を目指してさまざま
な取り組みを進めています。今回は、今年開催した２つのイベントを紹介します。

  美土里地区体育祭（10月27日）  
　コロナ禍で休止していた体育祭が復活しま
した。今年で38回目となる伝統行事で、６つの
地区ごとに分かれてさまざまな種目で競い、
優勝を目指します。幼児からシニアまでの幅
広い層が合計500人以上参加する地域で最も大
きなイベントなので、普段顔を合わせない人
とも一緒に楽しめる行事として毎年開催し、
地域の世代間交流を促進します！

　参加者は市内に住所を有する人、市内
に山林を所有する人、市で林業に従事す
る希望のある人が対象です。１回目は座
学から始まって、２回目は刈払い機の講
習、３・４回目はチェーンソーの講習、
５回目は施業現場の見学となっています。
開催場所は多野東部森林組合と桜山の林
内です。私は受講生として参加していま
すが、勉強になる事ばかりです。ほかの
受講生も熱心に講師の説明に耳を傾け、
積極的に質問しています。これをきっか
けに林業に従事する人や興味を持つ人が
増える事を願っています。

　今年度も森林課が主催し、林業の基礎知識や刈払い機、
チェーンソーの取り扱いに関する技術を身に付ける事業
「ふじおか森林の学校」を開催しています。

地域おこし協力隊
　　　渋木　香里
問い合わせ　森林課（☎402316）

協
力
隊
の
活
動

は
こ
ち
ら

『ふじおか
　　森林の学校』

　今後も美土里地区を
盛り上げるために、さ
まざまな取り組みを進
めます。開催する際に
は市ホームページなど
でお知らせしますので、
ぜひ気軽に参加してく
ださい！

　10月24日、令和６年度の藤岡市優良工事施工業者表彰式が行われました。
　この制度は、市発注の公共建設工事の施工において履行状況・施工技術が優秀な受注者お
よび技術者を表彰するもので、新井市長から表彰状が授与されました。

被表彰者
▷優良建設業者表彰＝㈱髙田建材・塚越土建㈱・㈱長谷川建設
▷優良施工管理功労賞＝髙田敦史（㈱髙田建材）・田村勲（塚本建設㈱）・大野圭一（㈱長谷川建
設）・松本敏（岩井電気工事㈱）・石川友哉（㈲石川設備）・清水孝悦（塚本建設㈱）・羽鳥桂介（田
畑建設㈱）・松坂和徳（㈱塚本工務店）　※敬称略
問い合わせ　契約検査課（☎402223）
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美土里地区

地域の伝統イベントで
地域の活性化を進めます！

地域づくり課（☎402211）
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